
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
（
地
域
包
括
ケ
ア
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
関

係
機
関
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と

な
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
し
、
も
っ
て
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の 

二 

内
容 

㈠ 

定
義 

ア 

ケ
ア
ラ
ー 

高
齢
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
又
は
疾
病
等
に
よ
り
援
助
を
必
要
と
す
る
親

族
、
友
人
そ
の
他
の
身
近
な
人
に
対
し
て
、
無
償
で
介
護
、
看
護
、
日
常
生
活
上
の
世

話
そ
の
他
の
援
助
を
提
供
す
る
者 

イ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー 

 

ケ
ア
ラ
ー
の
う
ち
、
十
八
歳
未
満
の
者 

ウ 

関
係
機
関 

 

介
護
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
支
援
、
医
療
、
教
育
、
児
童
の
福
祉
等
に
関
す
る
業

務
を
行
い
、
そ
の
業
務
を
通
じ
て
日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
機
関 

㈡ 

基
本
理
念 

ア 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
全
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
健
康
で
文
化

的
な
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

イ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
県
、
県
民
、
市
町
村
、
事
業
者
、
関
係
機
関
及
び
民
間
支
援

団
体
等
の
多
様
な
主
体
が
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ケ
ア
ラ
ー
が
孤
立
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
社
会
全
体
で
支
え
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

ウ 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
時
期
が
特
に
社
会
に
お

い
て
自
立
的
に
生
き
る
基
礎
を
培
い
、
人
間
と
し
て
基
本
的
な
資
質
を
養
う
重
要
な
時

期
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
適
切
な
教
育
の
機
会
を
確
保
し
、
か
つ
、
心
身
の
健
や
か
な

成
長
及
び
発
達
並
び
に
そ
の
自
立
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
。 

㈢ 

県
の
責
務
等 

ア 

県
の
責
務 

 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
施
策
の
実
施
等 

イ 

県
民
の
役
割 



 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
の
理
解
と
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
協
力 

ウ 

事
業
者
の
役
割 

(ｱ) 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
必
要
性
の
理
解
と
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
協

力 
(ｲ) 
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
従
業
員
の
勤
務
へ
の
配
慮
と
必
要
な
支
援 

エ 

関
係
機
関
の
役
割 

(ｱ) 

県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
施
策
へ
の
積
極
的
な
協
力 

(ｲ) 

日
常
的
に
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
の
認
識
と
健
康
状
態
等
の
確
認
、
支
援
の

必
要
性
の
把
握
等 

(ｳ) 

ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
必
要
な
支
援 

オ 

教
育
に
関
す
る
業
務
を
行
う
関
係
機
関
の
役
割 

(ｱ) 

日
常
的
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
わ
る
可
能
性
の
認
識
と
教
育
の
機
会
の
確
保
の

状
況
等
の
確
認
、
支
援
の
必
要
性
の
把
握
等 

(ｲ) 

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
必
要
な
支
援 

㈣ 

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
推
進
計
画 

ア 

県
に
よ
る
推
進
計
画
の
策
定 

イ 

推
進
計
画
に
定
め
る
事
項 

(ｱ) 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
基
本
方
針 

(ｲ) 

ケ
ア
ラ
ー
及
び
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
具
体
的
施
策 

(ｳ) 

施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 

ウ 

計
画
の
公
表 

㈤ 

主
要
な
施
策
等 

ア 

広
報
及
び
啓
発 

イ 

人
材
の
育
成 

ウ 

民
間
支
援
団
体
等
に
よ
る
支
援
の
推
進 

エ 

体
制
の
整
備 

オ 

財
政
上
の
措
置 

三 

施
行
期
日 

 

公
布
の
日 


